
 
体系図の説明 
 
○急性期  
・県民は、「高度救命救急医療機関」及び「循環器系領域における治療病院」で、
速やかに適切な治療を受けます。 
・「高度救命救急医療機関」とは、救急対応専門医師数７名以上（７名未満の場合
は時間外対応医師（病院全体・当直）が４名以上）かつ循環器医師と心臓血管
外科医師の両方が在籍する病院です。 
・「循環器系領域における治療病院」とは、経皮的冠動脈ステント留置術または経
皮的冠動脈形成術（PTCA）を実施している病院です。 
 

○回復期  
・県民は、心大血管疾患リハビリテーション実施病院で身体機能を回復させる心
臓リハビリテーションを受けるとともに、在宅等への復帰の準備を行います。 

・「心大血管疾患リハビリテーション実施病院」とは、回復期リハビリテーション
病棟の届出を行い、心大血管疾患リハビリテーション料を算定している病院で
す。 
 

○在宅医療 
   ・在宅療養の支援をします。 
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※ 具体的な医療機関名は、別表に記載しております。 



第４節 糖尿病対策 

 24

  
 
○ 糖尿病ハイリスクの県民が糖尿病予防のために適切な生活習慣を保持し、健康づくりを
実践できるように、関係団体の連携した取り組みが重要です。 

○ 糖尿病患者に適切な医療等を提供するため、病院・診療所・保健所・市町村・事業所な
どの関係機関の連携を強化し、在宅医療提供体制の整備に努めます。 

○ 未治療者や治療中断者に対する糖尿病の知識普及や啓発を推進し、重症化予防に努めま
す。 

 
【現状と課題】 

 現  状  
１ 糖尿病の現状 
○ ２型（成人型）糖尿病は、肥満や食生活、運
動、ストレス等の生活習慣が発症に密接に関連
しており、市町保健センター、職域保健機関、
地域産業保健センターなどが地域住民に対し
て普及啓発を始めとする糖尿病予防、発症予防
の取り組みを行っています。 
「健康日本 21 あいち計画」においても糖尿

病有病者数の増加抑制を重点項目としていま
す。 

○ 糖尿病は初期には自覚症状がほとんどない
ために、発見が遅れたり、治療中断例が多くな
っています。 

○ 市町等では、特定健康診査などで糖尿病など
の生活習慣病予防に努めています。 

 
 

２ 糖尿病医療の提供体制 
○ 近年、糖尿病と歯周病は相関関係があり、両者
が互いに他方を悪化させるといわれています。 
○ 愛知県医療機能情報公表システム（平成21
年度調査）によると食事療法、運動療法、自己
血糖測定の糖尿病患者教育を実施している医
療機関は 15 施設あります。 

○ 愛知県医療機能情報公表システム（平成21
年度調査）によると、糖尿病専門医が10施設に
配置されています。 

○ 糖尿病と診断されたばかりの患者や境界型
の患者への初期教育は、外来診療で行っており
ますが、血糖コントロール不良時、インスリン
自己注射導入時、合併症がある場合などには、
教育入院を実施しています。 

 
３ 医療連携体制 
○ 平成 21 年度患者一日実態調査によると糖尿 
病患者教育入院を実施している医療機関は 12 
施設あり、平成 21 年 6 月 1 月間の教育入院患 
者数は 63 人です。（表 2-4-1、表 2-4-2） 

【基本計画】 

 課  題  
 

軽症糖尿病でも、肥満、高血圧、高脂○ 
血症を合併すると、動脈硬化を進行させ
るため、これらの管理を充実させる必要
があります。 

 
 
 
 
 
○ 糖尿病は発見の遅れや、治療中断のた
めに、糖尿病性腎症や増殖性網膜症など
の重症合併症につながりやすいことか
ら、未治療者や治療中断者に対して、糖
尿病の知識普及・啓発を行うとともに、
定期的に受診して治療できるようにする
ための体制づくりが重要です。 
 
○ 糖尿病患者には歯周病の、歯周病患者に
は糖尿病の、早期発見・治療が重要になる
と考えられます。疾病の早期発見と重症化
を防ぐために医科、歯科の連携を今以上に
密接にする必要があります。 
 
 
 
 
○ 事業所などを含めた、治療を受けやすい
体制や治療中断者への対応について検討
する必要があります。 



 
会に必要な指導者の養成を行う必要があ にも認められたことから、知識啓発に努め多くの市

町の住民が利用する施設に設置されています。 ります。 
  

 
【今後の方策】 
○ 医科における休日の深夜及び平日の夜間の応需体制の充実を進めます。 

 ○ 歯科における医療圏全域での休日急病診療所の診療体制及び平日夜間救急医療体制につい
て検討します。 

○ 保健所、市町では救急救命士との連携・協力により地域住民を対象とした AED 講習会を
開催していきます。 
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表3-1-1 第１次救急医療体制                   （平成21年12月1日現在）    
 

資料：保健所調べ 
 
 
 

医  科 歯  科  
  区 分 

平日夜間 休日昼間 休日夜間 平日夜間 休日昼間 休日夜間 

 18:00～21:00 9:00～12:00 21:00～23:30 9:00～17:00
 春日井市  春日井市休

日・夜間急病

診療所 

  
 春日井市休日・夜

間急病診療所 
春日井市休日・夜間急病診療

所、診療所在宅当番医制 
春日井市休日・

夜間急病診療所 無 無 
17:00～21:00  
 在宅当番医制  

9:00～12:00  9:00～17:00
 小 牧 市 

 
小牧市休日急病診療所、 無 無 無 無 小牧市休日急病

診療所 診療所在宅当番医制 

 9:00～17:00
 犬 山 市 

無 
 17:00～20:00  9:30～11:30  

無 無  犬山市休日急病診療所 在宅当番医制 在宅当番医制

 9:00～12:00 9:00～17:00
 江 南 市 

無 
 18:00～20:00

 江南市休日急病診療所 無 無 江南市休日急病

診療所 
在宅当番医制 

 9:00～17:00
 岩 倉 市 

 
無 無 無 無 無  岩倉市休日急病診療所 

 9:00～17:00
 大 口 町 

無 
   

無 無 無  在宅当番医制 無 

9:30～11:30   9:00～17:00
 扶 桑 町 

無 
  

無 無 在宅当番医制  在宅当番医制 無 


